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第１ 交通情勢      

  

令和４年中の死亡事故は７２件７５人発生し、前年より１４人増加した。 

 

全国での岐阜県の位置（ワースト順位）は、死者数１１位、増減数３位、増減率６ 

 位。また、人口１０万人当たりの死者数は３．８２人で、全国ワースト２位（全国： 

２．０８人） 

 
  

 死亡事故（７２件、７５人）の特徴                                 

  
    ○ 高齢者の死者が６割強（前年比 ＋１１人） 
        高齢者の死者が４８人で前年より１１人増加し、全死者（７５人）の６４．

０％を占めた。このうち７５歳以上の死者は３７人で、高齢死者の７７．１％を
占めた。 

 

  ○ 自動車乗車中の死者が約５割（前年比 ＋６人） 

自動車乗車中の死者が３４人（運転者２３人・同乗者１１人）で前年より６人
増加し、全死者の４５．３％を占め、シートベルト着用対象者は３１人（適用除
外３人を除く）のうち、非着用者が８人でこのうち２人は着用していれば死亡に
は至らなかったと思われる。 

 
○ 歩行中・自転車乗車中の死者があわせて約５割（前年比＋９人） 
  歩行中（２４人）・自転車乗車中（１１人）の死者があわせて３５人で前年よ 
り９人増加（歩行中＋７人、自転車乗車中＋２人）し、全死者の４６．７％を占 
め、このうち高齢者が３０人（歩行者２０人・自転車１０人）で、歩行中・自転 
車乗車中死者の８５．７％を占めた。また、歩行中は夜間に２１人、自転車乗車 
中は昼間に７人の被害であった。 

   
  ○ 飲酒関係の事故が前年の１．５倍（前年比＋２件） 
    飲酒関係事故が６件で前年より２件増加し、全事故（７２件）の８．３％を占 

め、大半が深夜から未明の発生であった。 

 

      ＜月別死者数＞ 

区 分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

Ｒ ４ ３ ３ ６ ６ ８ ６ ６ ６ ４ １１ ８ ８ 

Ｒ ３ ３ ６ ７ ３ ７ ３ ７ ６ １ ７ ５ ６ 

増減数 ０ −３ －１ ＋３ ＋１ ＋３ －１ ０ ＋３ ＋４ ＋３ ＋２ 

 

 

 《 参考 》 

    ○ 若年運転者事故は４件で全運転者事故の６．５％    [前年： ８件・１６．３％] 

   ○ 高齢運転者事故は２１件で全運転者事故の３３．９％  [前年：１７件・３４．７％] 

   ○ 男性運転者事故は４７件で全事故の７５．８％     [前年：４１件・８３．７％] 

   ○ 女性運転者事故は１５件で全運転者事故の２４．２％  [前年： ８件・１６．３％] 

   ○ 飲酒関係事故は６件で全事故の８．３％        [前年： ４件・ ６．９％] 

 

               ＜岐阜県警察本部交通企画課【交通事故統計資料】参照＞ 
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第２ 交通安全活動推進要領   

  
 県交通安全協会は、令和４年中の交通情勢を踏まえ「安全で快適な交通環境」を実現
するため、本年の活動重点を 

 ・ 高齢者の交通事故防止    

・ こどもの交通事故防止    
・ 横断歩道における歩行者最優先の徹底 
・ 飲酒運転の根絶 
・ 自転車の安全利用の促進 
・ 全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底 
・ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

と定め、各地区協会と共同して効果的な交通安全活動を推進するとともに、岐阜県公安
委員会から指定を受けた「交通安全活動推進センター」の機能を充実させ、警察をはじ
め関係機関・団体と緊密に連携し、以下の諸対策を推進する。 
                                                                              
１ 高齢者の交通事故防止                                                   

    推 進 要 領      推   進   内   容      

(1) 家庭における交通 

安全意識の高揚 
 高齢者家庭の訪問指導を推進し、高齢者の交通事故防 

止について家族全員で話し合うなど、家庭における交通 

安全意識の高揚に努める。 

(2)  交通安全教育・指 

導の推進 
 地域交通安全活動推進委員、高齢者交通安全指導員等 

の協力を得て、自転車シミュレータを活用した自転車安 

全運転体験出前講座、高齢者交通安全大学など参加・体 

験・実践型の交通教室を開催し、高齢者自らが交通安全 

活動を行うための教育を推進する。 

(3)  高齢運転者対策の 

推進 
ア シルバー・ドライビング・スクールをはじめ、自動 

車学校の一日開放による運転適性診断を実施し、加齢 

からくる身体的機能の変化を理解させるとともに、安 

全運転を実践するための知識・技能を指導する。 
イ 高齢者講習及び高齢運転者の運転技能検査の適正な
運用を図り、運転免許更新時講習の充実に努める。 

ウ ７０歳以上の高齢運転者に対する高齢者マーク使用 
 の促進を図る。 

                                          
２ こどもの交通事故防止                                                   

  推 進 要 領      推   進   内   容 

(1) 家庭における交通
安全意識の高揚 

 日常生活の場において家族が交通安全について話し合
う活動を促進し、家庭における交通安全意識の高揚に努
める。 

(2) 幼児交通安全クラ
ブ、交通少年団活動
の推進 

 
 
 
        

ア  保育園、幼稚園において家族ぐるみの交通安全教室
を開催し、 

  ・道路は右端を歩く 
  ・道路の横断は左右の安全を確認する 
 等の基本的な交通ルールを体験型で理解させる。 
イ  児童に対しては、交通少年団、スポーツ少年団等の
団体の協力を得て交通安全教室を開催し、自転車の正
しい乗り方をはじめ、信号機・道路標識の意味等の交
通ルールを具体的事例に基づき体得させる。 
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(3)  道路環境の点検整
備 

 生活道路における道路不法占用物件の排除や危険箇所

の点検を実施し、安全な通学路の確保に努める。 

 

３ 横断歩道における歩行者最優先の徹底   

    推 進 要 領      推   進   内   容 

(1)  運転者に対する横
断歩行者等の保護の
ための通行方法の周
知徹底 

ア  横断歩道や交差点付近では速度を落とすとともに、
横断歩行者や横断しようとしている歩行者がいる場合
は一時停止かつ歩行者の通行を妨げないなど、歩行者
最優先を徹底する 

イ 前方に横断歩道があることを知らせる道路標示「◇
（通称ダイヤマーク）」の周知徹底を図る。 

ウ  子供・高齢者、障がい者等を見かけたら、速度を控
え、安全意識を持った運転をするよう指導する。 

(2) 歩行者に対する安
全な通行方法の指導
の強化 

ア 道路を横断する場合における横断歩道等の利用、横 

断の意思表示、横断前、横断中の安全確認の励行など、 

安全な横断方法について指導する。 

イ 参加・体験・実践型の交通安全教育を推進し、交通
ルールやマナーを再確認させるとともに、自ら安全な
行動ができるように指導する。 

 

４ 飲酒運転の根絶                                                         

    推 進 要 領      推   進   内   容 

(1)  飲酒運転の根絶に
向けた取り組みの強
化 

ア  飲酒運転の危険性、悪質性、飲酒運転に起因する交
通事故の悲惨さを訴え、規範意識の確立を図るなど、
飲酒運転を根絶するための交通安全教育を推進すると
ともに、道路交通法の罰則及び行政処分について周知
徹底する。 

イ  飲酒運転の危険性を体験させ、飲酒運転追放機運を
醸成する参加・体験型の運転者教育を推進する。 

(2) 飲酒運転の根絶に
向けた環境づくりの
促進 

ハンドルキーパー運動、乗り合わせキャンペーン、ス
リーチェックキャンペーンを推進し、家庭・地域・職場
等が一体となり飲酒運転を許さない環境を整える。 

 
５ 自転車の安全利用の促進  

    推 進 要 領      推   進   内   容 

(1)  自転車利用者の安
全意識の高揚 

ア 地域や学校において、自転車は車両であることを改 

めて周知し、交通ルールの遵守やマナーなど自転車利 

用による交通事故防止に関する安全意識の普及啓発を
図る。 

イ 自転車シミュレーターを使用した、参加・体験・実
践型の交通安全教室を実施する。 

(2) 自転車利用者の安
全確保 

「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条
例」に定める、自転車損害賠償責任保険等への加入義務
と乗車用ヘルメットの着用努力義務に関する周知啓発を
推進する。 
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６ 全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底             

  推 進 要 領       推   進   内   容 

(1) 後部座席を含む全
席シートベルトの着
用とチャイルドシー
トの正しい使用の徹
底 

  交通事故の発生時における被害の防止と軽減を図るた 

め、シートベルト、チャイルドシートの着用効果を理解 

させる広報啓発活動を計画的に推進し、１００パーセン 

ト着用の徹底を呼びかける。 

(2) チャイルドシート
の正しい取付方法の
指導 

 チャイルドシートの正しい取り付け方の広報を徹底し
乳幼児を事故から守るのは、保護者の責任であることの
意識の高揚を図る。 

(3) シートベルト・チ

ャイルドシート着用
強調月間 

 ６月と１０月の「シートベルト・チャイルドシート着

用強調月間」には、関係機関と連携して集中的な街頭指
導と広報・啓発に努め、着用率の向上を図る。 

 
７ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止  

    推 進 要 領      推   進   内   容 

(1) 歩行者・自転車利
用者に対する安全意
識の醸成 

歩行者・自転車利用者は、自分の存在を見えやすくす 
るための反射材用品の普及啓発を図る。また、自転車利
用者には、早めのライト点灯と自転車側面への反射器材
の装着を周知徹底する。 

 

(2) 運転者に対する安
全意識の醸成 

 運転者に対しては、日没３０分前の早めのライト点灯

とハイビームの適切な使用並びに夕暮れ時と夜間におけ
る基本的な安全運転方法を周知啓発する。 

 

        

第３ 交通安全対策事業 
 

 岐阜県・県警察本部・県教育委員会・各地区交通安全協会その他関係機関・団体と連
携して、次の事業を推進する。 
 
１ 交通安全運動等の推進 

    運  動  名 実  施  期  間 

春の全国交通安全運動 ５月１１日（木） ～  ５月２０日（土） 

夏の交通安全県民運動 ７月１１日（火） ～  ７月２０日（木） 

秋の全国交通安全運動 ９月２１日（木） ～  ９月３０日（土） 

年末の交通安全県民運動 １２月１１日（月） ～ １２月２０日（水） 

自転車の安全利用推進月間 ５月 

シートベルト・チャイルド 

シート着用強調月間 ６月  １０月 
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２ 交通安全大会等の実施 

  名     称      推   進   内   容           

交通安全県民大会

５月１１日（木） 

 春の全国交通安全運動の一環として、岐阜県交通安全対策

協議会と共催し、交通安全活動に功労があった個人、学校、

団体を表彰し、県民の交通安全意識の普及を図る。 

岐阜県二輪車安全
運転大会    
５月２８日（日） 

 二輪運転者の規範意識と運転技能の向上を図り、二輪車の

交通事故防止を目的に、県警察と共催で開催する。 

 

岐阜県交通少年団 

自転車安全大会 

７月２６日（水） 

子供に、安全で正しい自転車の乗り方を理解させ、交通の

規範意識を醸成するため、県警察と共催で開催する。   

 （全国大会は、８月９日（水）に開催予定）   

自動車交通事故防 

止大会 

 ９月２１日（木） 

秋の全国交通安全運動を盛り上げるため、自動車会議所と

共催し、県下の地区交通安全協会並びに自動車関係機関・団

体の関係者が参加して、交通安全思想の高揚を図る。 

 身体障害者交通安 

全の集い    

９月２４日（日） 

  身体障害者に、ドライバーとしての交通規範と交通安全意

識の高揚を図るため、三田洞自動車学校において岐阜県身体

障害者福祉協会と共催して行う。 

 
３ 交通安全広報・啓発活動の推進    

名     称 推   進   内   容 

機関紙の発行とホ
ームページ新着情
報の活用 

 各季の交通安全運動の活動方針や交通安全協会の活動状況
等を登載した「交通安全ぎふ」を年４回発行するほか、交通
情勢に応じた情報をホームページに随時掲載する。 

年間活動重点に応
じたチラシ・パン
フレットの作成 

  「シートベルトの着用」、「飲酒運転の根絶」、「自転車
の安全利用五則の遵守」等に関するチラシ・パンフレットを
随時作成し、一般ドライバー、子供及び高齢者等に重点を指
向した広報活動を展開する。 

ＤＶＤ、夜光反射
材等交通安全啓発
用品の活用     

 地域・職域における自主的な交通安全活動を促進するため
、交通安全ＤＶＤを購入して学校・事業所等へ貸し出すほか
、交通事故実態に即応した交通安全グッズを地区交通安全協

会へ配付する。 

 
４  交通安全教室の開催 

  推 進 事 項      推   進   内   容           

年代別交通安全教
室の開催 

  県協会傘下の自動車学校において、幼児、小・中学生、高
校生及び高齢者など年齢に応じた交通安全教室、交通安全講
話などを開催し、歩行者・自転車利用者及び高齢運転者の交
通事故防止を図る。 
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５ 関係機関・団体等との連携強化 
 (1)  地区交通安全協会 

  推 進 事 項      推   進   内   容           

各季交通安全運動 
等の交通安全対策 

  各季の交通安全運動の実施重点、推進方策及び交通事故実
態に応じた諸対策について連絡・調整を行う。 

 協会長等会議、事 

務長等会議の開催 
  地区交通安全協会の適正な運営と地域の実態に応じた交通
安全対策を協議するために開催する。 

事故多発緊急対策
の支援 

交通死亡事故多発地域警報等の発令時等に、地区交通安全
協会が実施する安全対策に対し緊急支援する。 

講習センターにお
ける交通安全活動

の支援 

各講習センターを拠点として地区交通安全協会が実施する
交通安全活動に対し支援を行う。 

   
 (2)  岐阜県交通安全対策協議会  

推 進 事 項       推   進   内   容 

各種交通安全活動 
の協働 

各季の交通安全運動実施要綱の策定協議に参画するほか、
岐阜県交通安全対策協議会が主催する「自転車の安全利用推
進月間」「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」
「夏及び年末の交通安全県民運動」の周知を図るため、広報
啓発活動を推進する。  

 

６ 表彰 

種   類 内      容 

警察庁長官・全日本 

交通安全協会長表彰 

 交通栄誉章「緑十字金章」「緑十字銀章」  

    交通安全功労者  優良運転者 

全日本交通安全協会 

長表彰  

① 交通安全優良団体等   

      優良団体 優良学校  優良交通安全協会 
② 交通栄誉章「緑十字銅章」 
      交通安全功労者  優良運転者 
③ 感謝状 
   「緑十字金章・銀章」受賞者の配偶者 

中部管区警察局長・ 

中部交通安全協会協議

会長表彰 

 交通安全功労者 優良運転者 

 優良団体・協会等 

岐阜県交通安全対策 

協議会長（知事）表彰

  

① 功労者・団体・学校 
     交通安全功労者 優良団体 優良学校 
② 優良運転者 
    特別優秀章 

岐阜県警察本部長・ 

岐阜県交通安全協会長

表彰  

① 功労者・団体・学校 
     交通安全功労者 優良団体 優良学校 
② 優良運転者 
    県優秀章 県優良章 県模範章 
③ 交通死亡事故抑止功労 

地区交通安全協会 
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第４ 交通安全協力事業   
 
  初心運転者の育成及び自動車運転者の安全教育等の事業を実施する。 
 
１ 運転免許取得教習 

事 業 目 的 事  業  内  容 

初心運転者教習 

 新年度の入校者目標数を４，５００人（普通約3,300人
その他約1,200人）と設定し、初心運転者教育の充実と適
正なサービスを提供する。  

 
２  法定等受託講習 

事 業 目 的 事  業  内  容 

初心運転者講習 
（三田洞・東濃校） 

免許取得後１年未満の間に３点以上の違反をした者約
１００人に対し運転技能及び知識の再教育を実施する。 

原付講習 
 原付免許取得希望者約２５０人に対して、知識・実技
講習を実施する。 

取得時講習 
  中型・準中型・普通・二輪車免許の取得者約 １０人に
対して､応急救護、危険予測等の講習を実施する。 

違反者講習 

（三田洞・多治見・高山校） 
  軽微な違反を繰り返し、累積点数が６点になった者 
約７５０人に対して、再教育を実施する。 

取消処分者講習 
（三田洞校） 

  取消処分を受けた者等で、運転免許再取得希望者約 
２５０人に対して、再取得に向けた再教育を実施する。 

 高齢運転者認定教育 
７０歳以上の運転者約１４，６００人に対する高齢運

転者認定教育を実施する。 

 高齢者に対する交通

安全講習 

  ６５歳以上の運転者、運転免許のない者約５００人を

対象としたシルバー・ドライビング・スクール、シルバ

ー・セーフティ・スクールなど参加型、体験型の交通安

全講習を積極的に開催して、高齢者の交通事故防止を図

る。 

 企業等の職員等に対

する講習 

  企業等の職員に対する安全運転講習として、運転適性

検査、シミュレータ検査、運転技能検査、危険予測、法

令知識等について講習を実施する。 
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第５ 受 託 事 業 

 

１ 警察本部からの受託事業 

    事 業 目 的 事  業  内  容 

運転者更新時講習 

  本年度の運転免許証更新予定者約 ２１３，０００人に
対し、岐阜、西濃、中濃、多治見、東濃及び飛騨の６セン
ターにおいて、運転者の態様に応じ「優良・一般・違反・
初回」に区分した講習を行う。 

停止処分者講習 

  交通事故や交通法令違反等により、運転免許の停止処分
を受けた運転者約２，３００人に対し、安全運転講習を実

施し、運転者の危険性の改善を図る。講習では、運転免許
停止処分日数に応じて短期・中期・長期に区分し、各種交
通安全教材を活用した講義、運転適性診断によるカウンセ
リング、実車及び模擬運転装置等を活用した効果的な講習

に努める。 

更新情報提供業務 

  高齢者を含む運転免許証更新予定者約３１０，０００人
に対して「更新連絡書」により、日時、場所、講習区分、
携行品等を通知し更新事務の円滑化とサービスに努める。 

免許端末オペレータ
業務 

  運転免許証の更新、新規免許、記載事項の変更等電算シ
ステムの運用に必要な資料を入力する業務の適正な実施に

努める。 

運転免許証複写業務 
  運転免許証更新時に、免許証の内容を申請書に複写する
業務を行い、更新事務の円滑化とサービスに努める。 

道路使用許可調査業務 

ア 関係機関・団体と連携して、車両の駐車、交通規制、
道路使用等について広報・啓発を行い、道路使用の適正
化を図る。 

イ 警察署長の委託を受けて、道路使用に係る調査及び確
認等の業務を行い道路環境の整備に努める。 

 

２ 岐阜県からの受託事業 

事 業 目 的 事  業  内  容 

自転車安全運転体験

出前講座運営業務 

 「自転車シミュレータ」による自転車運転体験を通して

道路の安全な走行を学ぶ出前講座を適正に運営する。 

 
３ 地区交通安全協会からの受託事業 

事 業 目 的 事  業  内  容 

 

協力金収納業務 

 

 地区交通安全協会長との委託契約に基づき、更新時講習

者等から提供される交通安全協力金の収納業務を各講習セ

ンター及び岐阜運転免許試験場において行う。 
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第６ 会 議    

 
 協会の運営・活動方針等を検討するため、次のとおり会議を開催する。 
 
１ 理事会・評議員会開催計画  
(1) 理事会 

ア 第１回通常理事会 ６月 ６日（火） 
イ 第２回通常理事会 翌年３月（中旬） 
ウ 臨時理事会    ６月２２日（木） 

 
 (2) 評議員会開催計画 

定時評議員会 ６月２２日（木） 
 
２ 地区交通安全協会長等会議 
  １１月１０日（金） 
 
３ 地区交通安全協会事務長・書記会議 
(1)  第１回会議  ６月１０日（土） 
(2) 第２回会議 １０月１４日（土） 
 
４ 地域交通安全活動推進委員会 
  総会及び研修会 ６月（下旬） 


